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くらしの情報Information ６.１

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎
科
　

受
講
生
募
集

認4-24-44-01-00-0013

■
受
講
期
間
　

　
７
月
11
日
㈬
〜
10
月
10
日
㈬

　
平
日
の
午
前
９
時
30
分
〜
午
後

４
時

■
と
こ
ろ
　

　
ヤ
マ
ニ
ラ
ン
ド
パ
ソ
コ
ン
教
室

（
亀
川
町
）

■
内
容
　

　
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
、
パ
ソ
コ
ン

の
基
本
的
な
操
作
方
法
等

■
対
象
　

　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

①
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
の
申

込
み
を
行
い
、
受
講
が
就
職
に

つ
な
が
る
と
判
断
さ
れ
た
人

②
過
去
１
年
以
内
に
求
職
者
支
援

訓
練
又
は
公
共
職
業
訓
練
を
受

講
し
て
い
な
い
人

③
雇
用
保
険
被
保
険
者
で
な
い
人

■
受
講
料
　
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
８
４
０
０
円
程
度
が
別

途
必
要
で
す
。

■
募
集
数
　
20
人

※
６
月
21
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
実
施

す
る
、
筆
記
試
験
と
面
接
で
受
講

者
を
決
定
し
ま
す
。

■
申
込
方
法
　

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
日
田
に
直
接
申

込
み

■
申
込
期
限
　
６
月
14
日
㈭

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
日
田

　
☎
㉒
８
６
０
９

　
商
工
労
政
課
商
業
・
労
働
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

中
学
生
陸
上
教
室
生
徒
募
集

■
と
き

・
毎
週
火
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除

く
）
午
後
５
時
〜
７
時

・
毎
週
土
曜
日
（
大
会
時
を
除
く
）

　
午
前
10
時
〜
正
午

■
と
こ
ろ
　
陸
上
競
技
場

■
対
象
　

　
在
学
し
て
い
る
中
学
校
に
陸
上

部
が
な
い
生
徒

■
申
込
方
法
　

　
陸
上
競
技
場
に
備
付
け
の
申
込

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
年
会
費
（
１
４
５
０
円
）

を
添
え
て
提
出

※
年
会
費
は
ス
ポ
ー
ツ
保
険
料
で
す
。

問
陸
上
競
技
場
　
☎
㉔
６
９
３
０

　
社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

　
☎
㉒
６
８
６
８（
中
央
公
民
館
内
）

平
成
24
年
咸
宜
園
教
育
顕
彰

事
業
の
募
集

■
内
容
　

　
咸
宜
園
や
廣
瀬
淡
窓
の
調
査
・

研
究
活
動
の
発
展
に
貢
献
す
る

著
作
物
や
咸
宜
園
教
育
を
テ
ー

マ
に
し
た
個
人
及
び
団
体
が
行

う
普
及
活
動
な
ど
を
表
彰

■
募
集
対
象
　

・
学
術
研
究
部
門

　
咸
宜
園
や
廣
瀬
淡
窓
、
門
下
生

を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
・
著
作

な
ど

※
未
発
表
・
既
出
は
問
い
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
既
出
の
場
合
は
原
則
、
公

表
か
ら
３
年
以
内
の
も
の
と
し
ま
す
。

・
教
育
文
化
部
門

　
個
人
や
団
体
等
で
取
り
組
む
咸

宜
園
教
育
の
実
践
や
普
及
・
啓

発
活
動
、
学
校
等
が
行
う
文
化

活
動
や
文
化
芸
術
活
動
な
ど

■
申
込
方
法
　

　
パ
ソ
コ
ン
や
ワ
ー
プ
ロ
等
の
原

稿
を
郵
送

※
枚
数
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■
申
込
先
　

　
〒
８
７
７
‐
０
０
１
２

　
淡
窓
２
丁
目
２
‐
18
　

　
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

■
申
込
期
限
　

　
11
月
１
日
㈭
（
必
着
）

■
表
彰
　

・
結
果
発
表
　
平
成
25
年
１
月

・
授
賞
式
・
発
表
会
　

　
平
成
25
年
２
月
23
日
㈯

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※
原
則
、応
募
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

問
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

　
☎
㉒
０
２
６
８

ま
な
び
の
広
場

「
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ェ
ス
タ
」

参
加
者
募
集

□
と
き
　
７
月
22
日
㈰

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

□
と
こ
ろ
　
大
分
県
立
社
会
教
育

総
合
セ
ン
タ
ー
（
別
府
市
）

□
対
象
　

　
小
学
校
３
年
生
〜
６
年
生

□
参
加
費
　
無
料

□
申
込
方
法
　
メ
ー
ル
又
は
往
復

は
が
き
で
申
込
み

□
申
込
期
間
　

　
６
月
17
日
㈰
〜
７
月
８
日
㈰

問
〒
８
７
４
‐
０
９
０
３

　
別
府
市
大
字
別
府
字
野
口
原

　
３
０
３
０
‐
１

　
大
分
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン

タ
ー

　
☎
０
９
７
７
‐
２
２
‐
７
７
６
３

「
大
肥
郷
農
業
体
験
塾
２
０
１
２
」

参
加
者
募
集

□
開
催
予
定
日
（
計
５
回
）

　
６
月
24
日
㈰
、
７
月
29
日
㈰
、

９
月
23
日
㈰
、
10
月
21
日
㈰
、

11
月
25
日
㈰

※
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
10
時
か

ら
午
後
２
時
ま
で
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

□
集
合
場
所
　

　
今
山
公
民
館
（
夜
明
上
町
・
Ｊ

Ｒ
日
田
彦
山
線
今
山
駅
前
）

□
内
容
　

　
時
期
に
応
じ
た
農
作
業
の
体

験
・
収
穫
、
食
の
体
験
な
ど

（
収
穫
し
た
作
物
は
、
一
部
持

ち
帰
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）

□
対
象
　

　
市
内
外
及
び
老
若
男
女
を
問
わ

ず
20
組
（
グ
ル
ー
プ
又
は
家
族
）

※
個
人
参
加
も
可
能
で
す
。

□
参
加
費
（
昼
食
・
お
土
産
付
き
）

・
年
間
通
じ
て
の
参
加

　
　
１
組
３
０
０
０
円

・
１
回
ご
と
の
参
加

　
　
１
組
１
０
０
０
円

□
申
込
方
法
　
電
話
又
は
フ
ァ
ッ

ク
ス
で
申
込
み

※
申
込
み
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

問
も
も
は
工
房
　
☎
㉗
７
２
１
１

　
5
㉗
７
２
１
０

　
大
肥
郷
ふ
る
さ
と
農
業
振
興
会

　
（
森
山
）
☎
㉘
２
３
３
０

ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
講
習
会

□
と
き

　
７
月
７
日
㈯
（
講
習
６
時
間
）

　
７
月
８
日
㈰
（
講
習
４
時
間
と

筆
記
試
験
１
時
間
）

□
と
こ
ろ
　

　
生
涯
学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

□
申
込
方
法
　

　
梅
原
火
薬
店
（
大
部
町
）
に
備

付
け
の
申
込
書
で
申
込
み

※
受
講
料
が
必
要
で
す
。

問
梅
原
火
薬
店
　

　
☎
㉒
３
６
１
２

※
６
月
１
日
に
各
世
帯
に
配
付
し
た

「
健
診
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
大
分
県
保

険
者
協
議
会
発
行
）」
に
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

誤
　
日
田
市
役
所
福
祉
保
健
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
保
険
課

正
　
日
田
市
役
所
福
祉
保
健
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
康
保
険
課

問
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

タ
ウ
ン
情
報

お
お
ひ
ご
う

問問問

問

問

問

問

大分県人権啓発
イメージキャラクター 
こころちゃん

条例の素案を
作る

市の課題など
を話し合う

条例制定まで
の流れ

条例のたたき
台案を作る

条例の原案を
作る

条例案を作る

市ホームページの自治基本条例の取組ページに、過去
の会議の内容（資料、会議要旨）を掲載しています。
併せて、自治基本条例に関するご意見も随時、募集し
ています。また、市民ワーキンググループ会議は原
則、公開していますので、傍聴を希望する人は企画課
までお問い合わせください。

【問合せ】〒８７７－８６０１　
　　　　（住所記載不要）企画課政策企画係
          　☎２２－８２２７（市役所６階）
　　　　（ＦＡＸ）２２－８３２４
　　　　（メール）kikaku@city.hita.oita.jp

みんなでつくろう自治基本条例 （第８回）

【問合せ】人権啓発センター　☎２２－８０１７（市役所別館１階）

　現在、市民ワーキンググループでは「たたき台」
を作っています。今回は、その中から＜前文＞につ
いてご紹介します。この＜前文＞には、一般的に市
の特徴が盛り込まれることになります。
【前文（案）の抜粋】
・阿蘇、くじゅう山系の山々に囲まれ、豊富な水に
恵まれることから「水郷ひた」と呼ばれていま
す。
・江戸時代には天領として繁栄し、私塾「咸宜園」
を開いた廣瀬淡窓が生まれ育った歴史と伝統文化
のあるところです。
・豊かな自然、歴史、文化を引き継いでいくこと
が、私たちの重要な役割です。
・このまちで暮らす私たち一人ひとりがまちづくり
の主役であり、自然と共生し、暮らしやすい日田
を目指します。

第18回市民ワーキンググループ会議
と　き：６月19日㈫
　　　　午後７時～９時
ところ：市役所７階中会議室

人権コラム　

心、豊かに
市民意識調査報告③

　今回は、「人権侵害と感じた内容とそのときどう対処したか」についての調査結果をお
知らせします。
　「自分の人権が侵害されたと感じた内容」については、グラフ①のとおりです。回答は
「あらぬ噂、他人からの悪口、陰口」が多く、「プライバシーの侵害」「差別待遇」の順と
なっています。
　次に「そのときどう対処したか」についてはグラフ②のとおりです。「何もしなかっ
た、我慢した」が多く、市役所など行政機関等への相談が少ないことから、相談機関と連
携し、市内で開催される相談会等の周知徹底を図っていく必要があります。

[グラフ① 人権侵害と感じた内容（３つまで回答）] [グラフ② そのときどう対処したか（１つ回答）]

あらぬ噂、
他人からの悪口、陰口
プライバシーの侵害

差別待遇
暴力や強要、強制

使用者による労働強制
などの不当な待遇
悪臭・騒音などの公害
による生活妨害
名誉・信用の毀損、侮辱

その他
なんとなく差別されて
いるような感じがした

具体的には、
答えたくない

０ 10 20 30 40 50（％）

家族・親戚に相談した

友人・学校の先生・
会社の上司等に相談した

人権擁護委員等に
相談した

役所などの行政機関に
相談した

弁護士に相談した

自分で処理（解決）した

その他

何もしなかった、
我慢した

０ 10 20 30 40 50（％）


